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「大阪国道事務所管内道路照明施設整備等ＰＦＩ事業」 
に係る事業契約の内容について 

 

近畿地方整備局は、「大阪国道事務所管内道路照明施設整備等ＰＦＩ事業」について、令和８年

３月19日付けで事業契約を締結しましたので、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律」（平成11年法律第117号）第15条第３項の規定に基づき公表します。 

 

1. 公共施設等の名称及び立地 
公共施設等の名称 道路附属物等（道路照明） 

立地       一般国道 26 号、481号 

自）大阪市住之江区西住之江地先 至）大阪府泉南郡岬町深日地先 

自）大阪府泉佐野市りんくう往来北地先 至）泉佐野市高松南地先 

 

2. 選定事業者の称号又は名称 
所在地      東京都港区芝公園２－６－３ 

商号       南大阪ライティングパートナーズ株式会社 

代表者      代表取締役社長 髙谷 淳 

 

3. 公共施設等の整備等の内容 
道路附属物等（道路照明）の維持補修並びに取替工事 

 

4. 契約期間 
令和８年３月 19 日から令和 17年３月 31日まで 

 

5. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

（発注者の解除権） 

第 60条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約の全部又は一部

を解除することができる。 

一 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別

清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立（日本国外における同様の申立を含

む。）があったとき、事業者の取締役会で当該申立を決議したとき、又はこれらの手続が開

始されたとき。 

二 事業者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。 

三 事業者が本事業の遂行を放棄し、30日間以上当該状態が継続したとき。 

四 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

五 事業者が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等

の違反をしたとき。 

六 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能となったと

き。 
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七 本事業に関し、事業者若しくは選定企業のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違

反し、又は事業者若しくは選定企業のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止

法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が事業者又は選定企業に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）

の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確

定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消され

た場合を含む。）。 

八 本事業に関し、納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除

措置命令（これらの命令が事業者若しくは選定企業のいずれか又は事業者若しくは選定企

業のいずれかが構成事業者である事業者団体（本号及び次号において選定企業等という。）

に対して行われたときは、選定企業等に対する命令で確定したものをいい、選定企業等に

対して行われていないときは、各名宛人に対する命令のすべてが確定した場合における当

該命令をいい、以下「納付命令又は排除措置命令」という。）において、独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

九 納付命令又は排除措置命令により選定企業等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野

が示された場合において、本事業が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正

取引委員会が事業者又は選定企業に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納

付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）中に入

札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

十 本事業に関し、事業者又は選定企業のいずれか（法人にあっては、その役員又は使用人を

含む。）について刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１

項若しくは第 95 条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

十一 事業者又は選定企業のいずれかが、基本協定書第７条第４項第５号に該当したとき。 

十二 基本協定書第５条第３項の規定に従って本事業の落札者が発注者に対して差し入れ

た、基本協定書別紙３の様式による出資者誓約書に規定されたいずれかの構成員がいずれ

かの表明及び保証した内容が、真実若しくは正確でなかったとき、又はいずれかの構成員

が当該構成員の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定された誓約に違反したとき。 

十三 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、発注者が相当

の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込みがないと明

らかに認められるとき。 

十四 事業者が、第 62条によらないで本契約の解除を申し出たとき。 

十五 事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じても要

求水準を達成することができないとき。 

十六 事業者、選定企業、再受任者、又は下請負人が、下請負契約又は資材､原材料の購入契

約その他の契約にあたり、契約相手方が、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）が実質

的に経営を支配する者又はこれに準ずる者であることを知りながら、当該相手方と契約を

締結したと認められるとき。 
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十七 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本契約に違

反し、又は本契約上の事業者の重大な義務を不履行したとき。 

２ 発注者は、前項の場合において、本契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれ

かの措置をとることができる。この場合において事業者は、発注者が被った損害を賠償しな

ければならない。 

一 発注者は、出資者に、事業者の全株式を、当該時点において発注者が承諾する第三者（事

業者に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。）に譲渡させる。 

二 発注者は、事業者に、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において発注者

が選定した第三者（事業者に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。）に譲渡

させる。 

（発注者の任意による解除） 

第 61条 発注者は、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他発注者

が必要と認める場合には、180日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、

本契約の全部又は一部を解除することができる。 

（事業者の解除権） 

第 62条 事業者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約を解除すること

ができる。 

一 第 38 条により本件工事の中止期間が工期の 10 分の５を超えたとき。ただし、中止が工

事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過し

ても、なおその中止が解除されないとき。 

二 発注者が本契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60日を過ぎても支払わな

いとき。 

三 発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。 

（法令等の変更等又は不可抗力による解除） 

第 63条 発注者は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号の一に該当する事態に至っ

た場合には、事業者との協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

一 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。 

二 事業者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。 

２ 発注者は、前項の場合において、事業者と協議の上、本契約の全部を解除する代わりに次の

各号に定めるいずれかの措置をとることができる。 

一 発注者は、出資者に、事業者の全株式を、当該時点において発注者が承諾する第三者（事

業者に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。）に譲渡させる。 

二 発注者は、事業者に、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において発注者

が選定した第三者（事業者に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。）に譲渡

させる。 

（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 64 条 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 60 条第１項各号のいずれかに

より本契約を解除する場合には、以下の各号の措置をとる。 

一 発注者は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

二 発注者は、ＬＥＤ化対象照明の取替工事出来形部分（既に部分引渡しされたＬＥＤ化完了
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照明を除く。）並びに関連する業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取

得及び保持する。 

三 発注者は、前号に定める所有権及び既に部分引渡しされたＬＥＤ化完了照明に係る所有

権を保持した上で、当該出来形部分及び当該部分引渡済ＬＥＤ化完了照明に相応する代金

(これにかかる消費税等を含む)、及びこれに係る再計算の利息に相当する金額並びに第一

号に基づく解除の通知日までの履行済みの維持補修業務の未払額に相当する金額を支払

う。 

四 発注者は、前号の支払金銭については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により

支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなけれ

ばならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 17年 4月 30日を超えない。）までに一括して支払

う。 

イ 当初定められた取替工事業務費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 事業者は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、施設整備費（消費税

等を含む。）及び年間維持補修業務費の 10分の１に相当する額を違約金として、発注者の指

定する期間内に支払わなければならない。 

一 発注者から契約解除の通知を受けた場合 

二 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の

債務について履行不能となった場合 

３ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75

号）の規定により選任された破産管財人 

二 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律

第 154号）の規定により選任された管財人 

三 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律

第 225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 発注者は、第２項の場合において、第９条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充当す

ることができる。なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請

求権に設定した質権を実行することができる。 

５ 発注者は、第２項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額

を事業者に請求することができる。 

（発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 65 条 事業者が、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 62 により本契約を解除する場

合には、発注者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

２ 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に第 61条により本契約を解除した場合、又

は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

一 発注者は、ＬＥＤ化対象照明の取替工事出来形部分（既に部分引渡しされたＬＥＤ化完了

照明を除く。）並びに関連する業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取

得及び保持する。 
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二 発注者は、前号の所有権及び既に部分引渡しされたＬＥＤ化完了照明に係る所有権を保

持した上で、当該出来形部分及び当該部分引渡済ＬＥＤ化完了照明に相応する代金(これ

にかかる消費税等を含む)、及びこれに係る再計算の利息に相当する金額並びに第１項に

基づく解除の通知日までの履行済みの維持補修業務の未払額に相当する金額を支払う。 

三 発注者は、前号の支払金銭については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により

支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなけれ

ばならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 17年４月 30日を超えない。）までに一括して支払

う。 

イ 当初定められた取替工事業務費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

３ 発注者は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担

しなければならず、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。 

（法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力） 

第 66 条 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 63 条第１項により本契約を解

除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。 

一 発注者は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

二 発注者は、ＬＥＤ化対象照明の取替工事出来形部分（既に部分引渡しされたＬＥＤ化完了

照明を除く。）並びに関連する業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をす

べて取得及び保持する。 

三 発注者は、前号の所有権及び既に部分引渡しされたＬＤ 化完了照明に係る所有権を保持

した上で、当該出来形部分及び当該部分引渡済ＬＥＤ化完了照明に相応する代金(これに

かかる消費税等を含む)、及びこれに係る再計算の利息に相当する金額並びに第一号に基

づく解除の通知日までの履行済みの維持補修業務の未払額に相当する金額を支払う。 

四 発注者は、前号の支払金銭については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法により

支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担しなけれ

ばならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 17年４月 30日を超えない。）までに一括して支払

う。 

イ 当初定められた取替工事業務費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な

増加費用の負担に関しては、第 37 条第４項又は第 38条第３項がそれぞれ適用され、その支

払方法については発注者が事業者と協議の上定める。 

（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 67 条 発注者は、ＬＥＤ化完了照明の引渡し以降において、第 60 条第１項各号のいずれか

により本契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。 

一 発注者は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又

は一部を解除する。 

二 発注者は、ＬＥＤ化完了照明の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日における解
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約部分に相当する取替工事業務費の残額、これに係る直前の支払日から契約解除通知日ま

でに生じた割賦手数料及び当該取替工事業務費の残額に係る再計算の利息に相当する金

額を支払う。 

三 発注者は、契約解除通知日における、解約部分に相当する履行済みの維持補修業務費の未

払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュール

に基づく支払日に支払う。 

四 発注者は、第二号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方

法により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担

しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議の上

定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 17年４月 30日を超えない。）までに一括して支払

う。 

イ 当初定められた取替工事業務費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 事業者は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約解除時点から

当初の事業期間終了時点までに収受予定であった維持補修業務費及びその他の費用の各残

額の 10 分の１の合計額に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

一 発注者から契約解除の通知を受けた場合 

二 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の

債務について履行不能となった場合 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75

号）の規定により選任された破産管財人 

二 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法律

第 154号）の規定により選任された管財人 

三 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法律

第 225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 発注者は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を

事業者に請求することができる。 

（発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 68 条 事業者は、ＬＥＤ化完了照明の引渡し以降において、第 62 条により本契約を解除す

る場合には、発注者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

２ 発注者は、ＬＥＤ化完了照明の引渡し以降において第 61条により本契約の全部又は一部を

解除した場合、又は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとる。 

一 発注者は、ＬＥＤ化完了照明の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日における解

約部分に相当する取替工事業務費の残額及びこれに係る直前の支払日から契約解除通知

日までに生じた割賦手数料及び当該取替工事業務費の残額に係る再計算の利息に相当す

る金額を支払う。 

二 発注者は、契約解除通知日における、解約部分に相当する履行済みの維持補修業務費の未
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払額に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュール

に基づく支払日に支払う。 

三 発注者は、第一号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方

法により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担

しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議の上

定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 17年４月 30日を超えない。）までに一括して支払

う。 

イ 当初定められた取替工事業務費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

３ 発注者は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担

しなければならず、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。 

（法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力） 

第 69 条 発注者は、ＬＥＤ化完了照明の引渡し以降において、第 63 条第１項により本契約の

全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

一 発注者は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の全部又

は一部を解除する。 

二 発注者は、ＬＥＤ化完了照明の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日における解

約部分に相当する取替工事業務費の残額、これに係る直前の支払日から契約解除通知日ま

でに生じた割賦手数料及び当該取替工事業務費の残額に係る再計算の利息に相当する金

額を支払う。 

三 発注者は、契約解除通知日における、解約部分に相当する履行済みの維持補修業務費の未

払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュール

に基づく支払日に支払う。 

四 発注者は、第二号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方

法により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負担

しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協議の上

定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 17年４月 30日を超えない。）までに一括して支払

う。 

イ 当初定められた取替工事業務費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な

金融費用の負担に関しては、第 37 条第４項又は第 38条第３項がそれぞれ適用され、その支

払方法については発注者が事業者と協議の上定める。 

 

6. 契約代金額 
792,832,149 円（税込） 
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7. 契約終了時の措置に関する事項 
本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

 

（期間満了による終了） 

第 70条 本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、令和 17年３月 31日をも

って終了する。 

２ 事業者は、前項に定める終了日の２年前までに、本契約別紙４に定めるところにより本事業

の終了に係る書類の提出及び報告を行い、発注者及び事業者は、前項に定める終了日におい

て本施設が要求水準書で定める水準を満たしていることを確認するための協議を開始する。 

３ 事業者は、前項に基づく協議及び前項により事業者が提出する本事業終了時までの本施設

の点検・補修に係る計画書に基づき、第１項に定める終了日において本施設が要求水準を満

たしていることを確保するために必要な措置を講じる。 

（契約終了時の事務） 

第 71条 発注者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日から 10

日以内に、事業対象区域又は本施設の現況を確認することができる。 

この場合において、事業対象区域又は本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認

められたときには、発注者は事業者に対してその修補を請求することができる。 

２ 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとと

もに当該修補の完了後に速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。この場合にお

いて、発注者は、当該通知を受領した日から 10日以内に修補の完了の検査を行う。 

３ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、事業対象区域又は本施設に、事業

者又は選定企業が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件がある場合には、

当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、発注者の確認を受けなければならな

い。 

４ 発注者は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤

去をせず、又は原状回復を行わないときには、発注者が事業者に代わって当該物件等の処分

又は原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、発注者の処分又は原状回

復について異議を申し出ることはできず、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担し

なければならない。 

５ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、発注者又は発注者の指示する者

に、本契約の終了に係る維持補修業務の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わなければなら

ない。 

６ 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 61条又は第 62

条に係る本契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。 

（保全義務） 

第 72条 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第５項に

よる維持補修業務の引継ぎ完了のときまで、ＬＥＤ化対象照明の取替工事の出来形部分又は

本施設について必要な維持保全に努めなければならない。 

（関係資料等の返還） 

第 73条 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときに、関係資料又は設計図書の貸
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与を受けている場合は、当該関係資料又は設計図書を発注者に返還しなければならない。 

２ 事業者は、前項の場合において、関係資料又は設計図書が事業者の故意若しくは過失により

滅失若しくはき損している場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

（関係書類の引渡し等） 

第 74条 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときは、本事業に関し事業者が作成

した一切の書類のうち、発注者が合理的に要求するものを、発注者に対して引き渡す。 

２ 発注者は、前項により事業者から引渡しを受けた書類について、本契約の存続の有無にかか

わらず利用する権利及び権限を有する。 

（契約不適合責任） 

第 75条 発注者は、事業期間終了後、本施設が事業契約書等の内容に適合しないもの（以下こ

の条において「契約不適合」という。）である場合、事業者に対し、その修補又は代替物の引

渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要

するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 

２ 発注者は、本施設に関し、事業期間が終了した日の翌日から１年以内でなければ、契約不適

合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（ 以

下この条において「請求等」という。）をすることができない。 

３ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項

において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知

した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請

求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民

法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには

適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第 637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、事業期間終了時に契約不適合があることを知ったときは、第２項の規定にかかわ

らず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすること

はできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りで

ない。 

９ 本施設に契約不適合がある場合、発注者は事業者に対して、当該契約不適合によって生じた

損害の賠償を請求することができる。 

 


